
次の対象区域において，建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく認定をしま

したので，同条第６項の規定に基づき公告します。 

 その関係図書は，京都市都市計画局建築指導部建築指導課において，一般の縦覧に

供します。 

  平成２２年９月２４日 

京都市長 門川 大作   

認定番号 認定年月日 対象区域 

１１－００８ 平成２２年９月１４日

京都市左京区鹿ケ谷高岸町１番地１から１番

地３まで，１番地５から１番地７まで，２番地１か

ら２番地３まで，３番地１から３番地７まで，６番

地，８番地，８番地１，１１番地１，１１番地３か

ら１１番地１６まで，１３番地１，１３番地４，１

４番地１，１４番地３から１４番地５まで，１５番

地１から１５番地４まで，１６番地，１６番地１，

１７番地，１７番地１から１７番地４まで，１８番

地，１８番地２から１８番地４まで，１９番地，１

９番地１，２０番地から２３番地まで，２３番地１，

２３番地２，２４番地，２５番地，２６番地１，２

６番地２，２７番地，２７番地１，２７番地２，２

８番地，２８番地１，２８番地２，２９番地，２９

番地１，２９番地２，３０番地１から３０番地８ま

で，３１番地１から３１番地９まで，３２番地１か

ら３２番地５まで，３３番地１，３４番地１から３

４番地７まで，３６番地１から３６番地７まで，３



  

７番地，３７番地１から３７番地３まで，３７番地

５から３７番地２０まで，３８番地，３８番地２，

３９番地１，３９番地２，４０番地１，４０番地２，

４１番地１，４１番地２，４２番地１，４２番地２，

４３番地，４３番地１，４３番地２，４５番地１，

４５番地３から４５番地５まで，４６番地１，４６

番地３，４６番地４，４８番地１から４８番地３ま

で，４９番地，４９番地１，４９番地２，５０番地，

５１番地１から５１番地４まで，５３番地，５４番

地５，５４番地７から５４番地１２まで，５５番地，

５５番地１，５６番地，５７番地，５７番地１から

５７番地４まで，５８番地，５９番地，５９番地１

から５９番地３まで，６１番地，６１番地２，６１

番地７及び６１番地１２，同区下宮ノ前町１番地

３，２番地，２番地１から２番地４まで及び８番地

並びに同区東天王町２６番地から２８番地まで 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


